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（
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

北
方
領
土
問
題
等
の
解
決
の
促
進
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
三

六
号
）
（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
北
方
領
土
問
題
が
未
解
決
な
こ
と
に
加
え
、
北
方
領
土
隣
接
地
域
に
お
け
る
活
力
の
低
下
や
四
島
交
流
事
業

の
進
展
等
北
方
領
土
問
題
を
め
ぐ
る
情
勢
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
法
律
の
目
的
や
北
方
領
土
隣
接
地
域
の
振
興
等
に
係
る
規
定

に
つ
い
て
見
直
し
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
本
法
の
目
的
に
、
北
方
領
土
が
「
我
が
国
固
有
の
領
土
」
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
も
の
と
す
る
。

二
、
四
島
交
流
、
墓
参
及
び
自
由
訪
問
の
交
流
等
事
業
を
定
義
に
追
加
す
る
と
と
も
に
、
国
は
、
北
方
領
土
問
題
が
解
決
さ
れ

る
ま
で
の
間
、
交
流
等
事
業
の
積
極
的
な
推
進
に
努
め
る
こ
と
と
し
、
交
流
等
事
業
の
円
滑
な
推
進
の
た
め
必
要
な
財
政
上

の
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。

三
、
国
は
、
北
方
領
土
の
早
期
返
還
を
実
現
す
る
た
め
最
大
限
の
努
力
を
す
る
も
の
と
す
る
。

四
、
国
は
、
北
方
地
域
元
居
住
者
が
北
方
領
土
返
還
運
動
の
有
力
な
担
い
手
と
し
て
引
き
続
き
そ
の
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
返
還
運
動
の
後
継
者
の
育
成
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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五
、
振
興
計
画
に
基
づ
い
て
特
定
事
業
を
行
う
北
方
領
土
隣
接
地
域
の
市
及
び
町
が
実
質
的
か
つ
確
実
に
特
別
の
助
成
が
受
け

ら
れ
る
仕
組
み
に
改
め
る
も
の
と
す
る
。

六
、
国
は
、
北
方
地
域
の
領
海
に
お
け
る
我
が
国
漁
業
者
の
操
業
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

七
、
北
方
領
土
隣
接
地
域
振
興
等
基
金
の
対
象
事
業
と
し
て
、
技
能
研
修
に
係
る
事
業
に
加
え
、
知
識
の
習
得
に
係
る
事
業
を

加
え
る
も
の
と
す
る
。

八
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
。


